
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
安
心
サ

ポ
ー
ト 

植
田 
眞
知

子 
広
島
県
福
山
市
神

辺
町
字
徳
田
一
八

四
五
番
地
一 

こ
の
法
人
は
、
基
本
的
人
権
の

尊
重
・
平
和
主
義
・
地
域
主
義

の
理
念
に
基
づ
き
、
地
域
住
民

に
対
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や

地
域
活
動
の
支
援
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
地
域
福
祉
・
地
域

再
生
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
三
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
小
河
内

Ｏ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト 

渡
辺 

眞
作 

広
島
市
安
佐
北
区

安
佐
町
大
字
小
河

内
四
五
七
九
番
地

の
三 

こ
の
法
人
は
、
小
河
内
地
区
の

住
民
に
対
し
て
、
農
村
機
能
維

持
等
の
課
題
解
決
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
地
区
の
活
性
化
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
三
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
鞆
の
人

と
共
に
く
ら
し

を 

稲

 

繁
人 

広
島
県
広
島
県
福

山
市
鞆
町
後
地
甲

一
八
五
五
番
地
三 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
障
害

者
、
子
ど
も
及
び
地
域
の
人
々

に
対
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域

の
中
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
の
実
現
の
た
め
に
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
、
自
立
支
援
、
生

活
支
援
等
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
三
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
広
島
市

観
光
ア
シ
ス
タ

ン
ト
協
会 

岡 

政
之 

広
島
県
広
島
市
中

区
基
町
一
七
番
四

―
五
〇
三
号 

こ
の
法
人
は
、
広
島
の
来
訪
者

及
び
地
域
住
民
に
対
し
て
、
広

島
市
内
及
び
近
郊
地
域
の
知
ら

れ
ざ
る
歴
史
再
発
見
・
観
光
ル

ー
ト
開
拓
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
コ
ー
ス
を
巡
る
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

広
島
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
三
日

 


